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不利益処分に関する審査請求制度 

地方公務員には、行政上の救済手続きとして不利益処分に関する審査請求（以下「審査請

求」という。）の制度が設けられています。 

この制度は、一般職（一般行政公務員、教育公務員、消防職員）の職員（条件付任用期間

中の職員及び臨時的任用職員を除く。）に対し懲戒その他その意に反すると認める不利益な

処分が行われた場合に、職員が公平委員会に対し審査請求をすることができる制度です。 

なお、企業職員及び現業職員には、この制度の規定は適用されません。 

 

１．審査請求の対象となる不利益処分（一般的な事例） 

（１）対象となる処分 

① 懲戒処分（免職、停職、減給、戒告） 

② 分限処分（免職、休職、降任） 

③ 任命権者が職員に対して行ったその他のその意に反すると認める不利益な処分 

④ 職員がその意に反して受けたと思う不利益な処分 

（２）対象とならない事項 

文書訓告、昇給延伸、人事評価、休暇の不承認、口頭注意など 

 

２．審査請求ができる期間 

審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して３月以内にしなければ

なりません。 

また、処分のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は審査請求をすること

はできません。 

 

３．審査請求の流れ（概要） 

審査請求の審理手続の流れは、次ページの図「審査請求制度の概要」の通りです。 

なお、この図の※１～※３については下の通りです。 

※１：審査請求書について 

（１）所定の書面（「審査請求書様式」記載例を参照）に処分証明書の写しを添付

し、正副１通を公平委員会事務局へ持参または郵送で提出してください。 

なお、Ｅメールによる措置要求書の提出はできません。 

（２）代理人を選任する場合は、代理人選任届又は委任状（「代理人選任届（委任

状）様式 例」参照）を提出してください。 

※２：書面審理における答弁書及び反論書並びに証拠の提出は、期限を定めて複数回に

及ぶことがあります。 

※３：再審の請求は、裁決書の謄本の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に

行わなければなりません。また、取消訴訟は、裁決のあったことを知った日から６

か月以内、また、裁決があった日から１年以内に提起しなければなりません。  
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※１

※２

 争点・証拠の整理

 証拠の採否の決定

準備手続

却下 棄却 処分の取消し・修正

口頭審理期日の指定

　準備書面提出要求
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証拠調べ
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終結

↓

補正
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委員会裁決
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３．お問い合わせ  

その他、わからない点がありましたら、公平委員会事務局までおたずねください。 

担 当 ：豊中市公平委員会事務局 

電話番号 ：０６－６８５８－２０５３（直通） 

E - m a i l ： kouhei@city.to y onaka.osaka.jp  

  



【審査請求書様式】記載例 

審 査 請 求 書 

令和２年３月１日 

豊中市公平委員会委員長 様 

請求者 

待兼 和邇  

地方公務員法第４９条の２第１項の規定により、下記のとおり審査請求をしま

す。 

記 

（１）処分を受けた者の氏名、住所、生年月日及び連絡先電話番号 

氏  名：待兼 和邇 

住  所：豊中市中桜塚〇〇〇〇 

生年月日：昭和４９年１月１日 

連絡先電話番号：０８０－〇〇〇〇―〇〇〇〇 

（２）処分を受けた当時の所属及び職 

〇〇部〇〇課 課長補佐 技術職員 

（３）処分を行った者の職及び氏名 

豊中市長 〇〇〇〇 

（４）処分の内容及び処分を受けた年月日 

①停職１か月（令和２年２月５日～令和２年３月４日）とする懲戒処分 

発令日 令和２年２月４日 

②３等級へ降任とする分限処分 

発令日 令和２年２月４日 

（５）処分があったことを知った年月日 

令和２年２月４日 

（６）処分に対する不服の理由 

 

 

 

 

（７）口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別 

口頭審理を請求し、非公開を希望する。 

（８）地方公務員法第４９条第１項又は第２項に規定する処分説明書（以下「処

分説明書」という。）の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付さ

れなかったときは、その経緯。 

令和２年２月４日 

（添付書類） 

 

 

処分が違法又は不当である旨の主張を記載してください。 

例：「処分理由に事実誤認があるので処分は不当である。」、「処分が過重であるので

違法である」など。 

また、処分が違法又は不当であることを理由づける具体的事実や根拠などを、でき

るだけ詳細に記載して下さい。 

〇処分説明書写し。ただし、処分説明書が交付されなかったときは添付不要です。 

〇あれば証拠類。なお、証拠類を添付する際は、証拠ごとに「甲第〇号証」と付番し

てください。 



 

【代理人選任届（委任状）様式 例】 

代 理 人 選 任 届（委 任 状） 

年  月  日 

豊中市公平委員会委員長 様 

請求人 

氏名        

〇年〇月〇日付け審査請求について、下記の者を代理人に選任したので届け出ま

す。 

記 

１．氏名 

２．住所及び連絡先電話番号 

３．職業（又は職及び勤務場所） 

４．代理権の範囲 

 

 


